
県民交通災害共済加入受付のお知らせ
～2月3日より平成26年度の加入の受付を開始します～

共済期間　平成26年4月1日～平成27年3月31日
（※平成26年 4月 1日以降加入の場合は、申込日の翌
日から平成27年 3月31日まで）
対象事故　①共済期間中に日本国内の道路上を運行中の

自動車、バイク、自転車等の接触、衝突、
転覆などの事故に伴う人の死傷。
②共済期間中に踏切道における電車などとの
接触、衝突の事故による死傷。

請求期間　見舞金の請求期間は、事故の翌日から 2年以内
会　　費　大人900円　中学生以下500円（ 1年間）
見舞金額　死亡100万円　傷害見舞金最高額30万円

傷害見舞金最低額 2万円　身障見舞金50万円
出張受付　下表のとおり
問 合 せ　住民課（内線 112・113）
＜出張受付一覧表＞

期　日 受付場所 時　間

2月　4日（火）
松川集落センター 　9 : 30 ～ 10 : 30
農協会館 14 : 00 ～ 15 : 00

2月　5日（水）
角一集会所 　9 : 30 ～ 10 : 30
大貫集会所 14 : 00 ～ 15 : 00

2月　6日（木）
船渡集会所 　9 : 30 ～ 10 : 30
髭釜会館 14 : 00 ～ 15 : 00

2月　7日（金）
永町会館 　9 : 30 ～ 10 : 30
堀割集会所 14 : 00 ～ 15 : 00

2月12日（水）
五反田集会所 　9 : 30 ～ 10 : 10
祝町集会所 10 : 30 ～ 11 : 10
東光台集会所 14 : 00 ～ 15 : 00

2月13日（木）
明神町集会所 　9 : 30 ～ 10 : 30
東集会所 14 : 00 ～ 15 : 00

2月15日（土）大洗町役場(住民課) 　9 : 00 ～ 12 : 00
※上記の会場以外で、役場（住民課）で随時お申込みが
可能です。

第29回大洗町民ゴルフ大会
日　　時　3月10日（月）
場　　所　大洗ゴルフ倶楽部
料　　金　10,000円（昼食代別）＋参加費1,000円
募　　集　180名（先着順）
申込受付　2月6日（木）、7日（金）8 : 30 ～ 17 : 00

中央公民館生涯学習課前ロビーにて直接受付
問 合 せ　夢town大洗スポーツクラブ

☎ 267－1515（月曜日休館）

クリーンスタッフ技能講習会
　オフィスなどのビルクリーニングの基礎知識と技能を
習得して就職するための講習会です。
日　　時　2月12日（水）～ 2月20日（木）

（土、日を除く 7日間）9 : 00 ～ 16 : 00
場　　所　鯉淵学園農業栄養専門学校（水戸市鯉淵町）
対　　象
①就職を希望する55歳以上の方
②面接会を含む全ての日程に出席できる方
③公共職業安定所に求職登録し「ハローワークカー
ド」をお持ちの方
④趣味・教養のための申込みでない方
※ハローワークカードをお持ちでない方には取得方法
等を説明します。

募集人数　20名（会場までの交通費、昼食代等は自己
負担です。）

申込方法　2月4日（火）までに申込書に記入し、ハロー
ワークカードのほか、運転免許証など本人確
認ができるものをお持ちのうえ、大洗町シル
バー人材センターまたは県シルバー人材セン
ター連合会へお越しください。（郵送不可）

※申込者が定員の半数以下の場合、講習を中止するこ
とがあります。
※講習最終日に合同面接会を予定しています。
※申込書は各地のハローワーク、同センター、同連合
会にあります。

問 合 せ　大洗町シルバー人材センター
（大洗町磯浜町6881－192）☎ 264－8828
県シルバー人材センター連合会
（水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館 3階）☎ 244－4622

平成25年度精神保健福祉

ボランティア養成講座のお知らせ
　精神保健福祉について知識を習得し、現場の体験や関
わりをとおして、精神の障害について理解を深める講座
を開催します。
受講場所　社会福祉法人はまぎくの会

地域活動支援センターふわり
（ひたちなか市柳沢2831）

受 講 料　1,000円
募集人員　15名（予定）
講座日程　・2月　8日（土）: 開講式、講義
　（予定）　　・2月15日（土）: 講義

・2月22日（土）: 講義
※希望者には 2月中旬以降に、施設での実習に参加
していただきます。

※ボランティア活動を希望の方は、「ボランティア
サークルそれいゆ」を紹介いたします。

※修了証授与式は 3月に予定しています。
申込み／問合せ　地域活動支援センターふわり

担当 : 会沢　☎ 264－1500

「春のノーマイカーデーいばらき」の実施
　茨城県公共交通活性化会議では、地域の公共交通をみ
んなで考え、支えていくきっかけとしていただけるよう
2月1日から3月31日を期間として「いばらき公共交通
利用促進キャンペーン」を実施します。
　その一環として、設定日にマイカー利用を自粛した通
勤を実践する「ノーマイカーデーいばらき～マイカー利
用を控える日～」を実施することとしました。
　鉄道やバス・タクシーなどの公共交通は、上手に使う
ことができれば、私たちの暮らしをより豊かなものにし
てくれる移動手段です。
　過度にマイカーに依存した暮らしを見直すきっかけと
して、一緒に取り組んでみませんか。
県内一斉取組日　2月14日（金）
※ご都合に応じてキャンペーン期間中（ 2月～ 3月）
の他の日を設定することも可能です。

問 合 せ　茨城県公共交通活性化会議事務局
（茨城県企画部企画課交通対策室）☎ 301－2536

インフルエンザは予防から。手洗い・うがい・マスクの着用を心がけましょう！

平成26年1月22日
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